
 

うるま市介護予防・日常生活支援総合事業 

一般介護予防事業げんきアップ教室 業務委託契約書（案） 
 

 

 うるま市長 中 村 正 人（以下「甲」という。）と         （以下

「乙」という。）との間に、一般介護予防事業げんきアップ教室の業務委託について、

次の条項により契約を締結する。 

 

 （業務の内容） 

第１条 甲が乙に委託する業務内容は、うるま市介護予防・日常生活支援総合事業実

施要綱（平成２８年うるま市告示第３０号）に基づき、うるま市介護予防・日常生

活支援総合事業 一般介護予防事業（げんきアップ教室）業務委託仕様書（以下「仕

様書」という。）の定めるところによる。 

 

 （実施方法） 

第２条 乙は本契約書、仕様書及び「うるま市一般介護予防事業（げんきアップ教室）

公募型プロポーザルにおいて提案した提案書」に基づき委託業務を実施するものと

する。 

 

 （契約期間） 

第３条 本契約の期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 

（契約保証金） 

第４条 契約保証金は、うるま市契約規則（平成１９年うるま市規則第９号）第６条

第２項第７号により免除とする。 

 

 （事業計画） 

第５条 乙は、委託業務を計画的に実施するための事業計画を定めるものとする。 

 

 （事業実績報告） 

第６条 乙は、事業実施日ごとに日報等を作成しなければならない。 

２ 乙は、毎月事業実績報告を作成し、前項の日報等とともに翌月の１０日まで（３

月については、当月末日まで）に甲に提出し、甲の承認を得なければならない。 

 



 
 

 （委託料） 

第７条 委託料は、事業実施１回あたりの単価金額      円（消費税額及び地

方消費税額を含むものとする。）に、実施回数を乗じて算出された金額（１回あた

りの単価金額     円×実施回数）とする。 

２ 委託料のほかに別途請求される費用はないものとする。 

 

 （委託料の支払い） 

第８条 甲は、第６条に規定する事業実績報告により履行を確認した後、適正であ

ると認める場合には、１月ごとに委託料を支払うものとする。 

２ 甲は、乙の適法な請求を受理したその日から起算して３０日以内に委託料を支

払うものとする。 

 

 （経理） 

第９条 乙は、本事業の実施に係る経理と他の業務に係る経理とを明確に区別しな

ければならない。 

 

 （中心となる担当者の選定） 

第１０条 乙は、委託業務の実施に当たり、中心となる担当者を定めることにより

責任の所在を明確にするものとする。 

 

 （再委託の禁止） 

第１１条 乙は委託業務を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面

により甲の承諾を得たときは、この限りではない。 

 

 （権利義務の譲渡等） 

第１２条 乙は、本契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承さ

せてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合はこの限りでない。  

 

 （仕様書等の変更） 

第１３条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示（以下「仕

様書等」という。）の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。

この場合において、甲は、必要があると認められるときは契約期間若しくは委託料

を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 

 （安全管理マニュアルの作成） 



 
 

第１４条 乙は、委託業務を安全に実施するため、事故発生時の対応を含めた安全管

理マニュアルを作成し、有事に際して速やかに対応できる体制を整えなければなら

ない。 

２ 乙は、作成した安全管理マニュアルを契約締結後速やかに乙に提出しなければな

らない。 

 

 （事故報告の義務） 

第１５条 乙は、委託業務に係る事故等が発生したときは、その処置を行った内容等

を速やかに甲に報告するものとする。 

 

 （秘密の保持） 

第１６条 乙は、委託業務の執行にあたり知りえた個人情報その他の事項を正当な理

由なく第三者に漏らしてはならない。本契約が終了し、又は解除された後において

も同様とする。 

 

 （個人情報の保護） 

第１７条 乙は、委託業務の実施にあたり、個人情報の保護に関する法律（平成１５

年法律第５７号）、うるま市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年条例

第１号）、うるま市個人情報の保護に関する法律施行規則（令和５年規則第２２号）

及びうるま市個人情報の取扱いに関する特記仕様書を遵守しなければならない。 

 

 （損害の負担） 

第１８条 委託業務の実施について生じた損害は、乙の負担とする。但し、甲が乙の

責めに帰すべきことが適当でないと認める場合は、この限りではない。 

 

 （契約の解除） 

第１９条 甲は乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を

解除することができる。 

 （１）乙の責に帰すべき理由により契約期間の契約を履行せず、又は履行の見込み

がないと甲が認めるとき。 

 （２）本契約の履行について、乙に不正な行為があったとき。 

 （３）乙が、本契約条項に違反したとき。 

 （４）甲の都合により契約を解除する必要が生じたとき。 

２ 甲が前項第４号の理由によりこの契約を解除したときは、甲は当該解除した日 

までに進捗した乙の業務に相当する委託料を乙に支払うものとする。 



 
 

 （事業完了報告書の提出） 

第２０条 乙は、本契約期間終了後、事業完了報告書を令和９年４月３０日までに、

甲に提出し、審査を受けるものとする。 

 

 （実施調査等） 

第２１条 甲は、必要があると認めたときは、委託業務の実施及び収支状況につい

て随時実地調査を行い、乙に対し報告又は資料の提出を求めることができる。

又、必要事項の指示をすることができる。 

 

 （業務執行方法の調整） 

第２２条 甲及び乙は、必要に応じ委託業務の執行方法について、仕様書に基づき調

整し、双方は事業が適正かつ円滑に執行されるよう努めるものとする。 

 

 （契約外の事項） 

第２３条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定め

る。 

 

 （信義則） 

第２４条 甲及び乙は、信義を重んじ誠実にこの契約を履行しなければならない。 

 

 

 本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

             令和 ８年  月  日 

 

             甲  うるま市みどり町一丁目１番１号 

                うるま市長  中 村 正 人 

 

             乙   

 

 

 

 


